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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

千
九
百
六
十
五
年
の
国
際
海
上
交
通
の
簡
易
化
に
関
す
る
条
約
の
締
結
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条

第
五
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

こ
の
条
約
は
、
国
際
航
海
に
従
事
す
る
船
舶
の
入
出
港
に
係
る
手
続
及
び
書
類
が
国
ご
と
に
異
な
り
、
か
つ
、
複
雑
で
あ
る

こ
と
に
よ
り
、
船
主
、
貿
易
業
者
、
旅
行
者
等
に
と
っ
て
大
き
な
負
担
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
背
景
と
し
て
、
政
府
間
海
事
協

議
機
関
（
一
九
八
二
年
（
昭
和
五
十
七
年
）
に
国
際
海
事
機
関
（
Ｉ
Ｍ
Ｏ
）
に
改
称
）
に
お
い
て
協
議
さ
れ
た
結
果
、
一
九
六

五
年
（
昭
和
四
十
年
）
四
月
に
ロ
ン
ド
ン
で
開
催
さ
れ
た
海
上
旅
行
及
び
海
上
運
輸
の
簡
易
化
に
関
す
る
国
際
会
議
に
お
い
て

採
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
約
は
、
前
文
、
本
文
十
六
箇
条
、
末
文
、
一
の
附
属
書
及
び
三
の
付
録
か
ら
成
り
、
国
際
海
上
交
通
を
簡
易
化
す
る

こ
と
等
を
目
的
と
し
て
、
国
際
航
海
に
従
事
す
る
船
舶
の
入
出
港
手
続
、
旅
客
及
び
乗
組
員
の
出
入
国
手
続
、
貨
物
の
通
関
手

続
並
び
に
公
衆
衛
生
及
び
検
疫
に
係
る
手
続
等
を
簡
易
化
及
び
画
一
化
す
る
た
め
の
措
置
等
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
で
あ
り
、

主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
締
約
国
政
府
は
、
こ
の
条
約
及
び
そ
の
附
属
書
の
規
定
に
従
い
、
国
際
海
上
交
通
を
簡
易
化
し
、
か
つ
、
迅
速
化
す
る
た
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め
、
並
び
に
船
舶
並
び
に
船
舶
内
の
人
及
び
財
産
に
対
し
て
不
必
要
な
遅
滞
が
生
ず
る
こ
と
を
防
止
す
る
た
め
、
す
べ
て
の

適
当
な
措
置
を
と
る
。

二
、
締
約
国
政
府
は
、
手
続
及
び
書
類
に
係
る
要
件
に
つ
い
て
実
行
可
能
な
最
高
度
の
画
一
性
を
確
保
す
る
も
の
と
し
、
そ
の

画
一
性
が
国
際
海
上
交
通
を
簡
易
化
し
、
か
つ
、
促
進
す
る
す
べ
て
の
事
項
に
つ
い
て
機
能
す
る
よ
う
協
力
す
る
こ
と
並
び

に
手
続
及
び
書
類
に
係
る
要
件
の
変
更
を
国
内
上
の
特
別
な
必
要
に
応
ず
る
た
め
の
最
小
限
の
も
の
に
と
ど
め
る
。

三
、
こ
の
条
約
及
び
附
属
書
の
適
用
上

「
標
準
規
定
」
と
は
、
締
約
国
政
府
が
こ
の
条
約
に
従
っ
て
画
一
的
に
適
用
す
る
こ

、

と
が
国
際
海
上
交
通
を
簡
易
化
す
る
た
め
に
必
要
か
つ
実
行
可
能
で
あ
る
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
を
い
う

「
勧
告
規

。

定
」
と
は
、
締
約
国
政
府
が
適
用
す
る
こ
と
が
国
際
海
上
交
通
を
簡
易
化
す
る
た
め
に
望
ま
し
い
措
置
に
つ
い
て
定
め
る
も

の
を
い
う
。

四
、
こ
の
条
約
の
附
属
書
の
改
正
は
、
締
約
国
の
三
分
の
二
に
よ
り
採
択
さ
れ
、
一
定
数
以
上
の
締
約
国
が
受
諾
し
な
い
旨
の

通
告
を
行
わ
な
い
限
り
、
一
定
期
間
後
に
効
力
を
生
ず
る
。

五
、
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
手
続
若
し
く
は
書
類
に
係
る
要
件
を
標
準
規
定
に
完
全
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
を
不
可
能
と
認
め

る
場
合
又
は
特
別
な
理
由
の
た
め
に
標
準
規
定
と
異
な
る
手
続
若
し
く
は
書
類
に
係
る
要
件
を
採
用
す
る
こ
と
を
必
要
と
認
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め
る
場
合
に
は
、
Ｉ
Ｍ
Ｏ
事
務
局
長
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
報
し
、
及
び
自
国
の
方
式
と
当
該
標
準
規
定
と
の
相
違
を
通
告

す
る
。
締
約
国
政
府
は
、
自
国
の
手
続
又
は
書
類
に
係
る
要
件
を
い
ず
れ
か
の
勧
告
規
定
に
一
致
さ
せ
た
場
合
に
は
、
Ｉ
Ｍ

Ｏ
事
務
局
長
に
対
し
て
速
や
か
に
そ
の
旨
を
通
告
す
る
。

六
、
附
属
書

１

公
的
機
関
は
、
い
か
な
る
場
合
に
も
、
不
可
欠
な
情
報
の
み
の
提
出
を
要
求
し
、
及
び
情
報
の
項
目
の
数
を
最
少
限
に

と
ど
め
る
。

２

公
的
機
関
は
、
こ
の
条
約
が
適
用
さ
れ
る
船
舶
の
到
着
又
は
出
発
の
際
に
、
①
一
般
申
告
書
、
②
貨
物
申
告
書
、
③
船

用
品
申
告
書
、
④
乗
組
員
携
帯
品
申
告
書
、
⑤
乗
組
員
名
簿
、
⑥
旅
客
名
簿
、
⑦
万
国
郵
便
条
約
に
基
づ
き
郵
便
物
に
つ

い
て
要
求
さ
れ
る
書
類
、
⑧
検
疫
明
告
書
以
外
の
い
か
な
る
書
類
も
自
己
の
保
有
の
た
め
に
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。

３

公
的
機
関
は
、
傷
病
者
を
緊
急
の
治
療
の
た
め
に
上
陸
さ
せ
る
目
的
で
寄
港
し
、
直
ち
に
出
発
す
る
意
図
を
有
す
る
船

舶
に
対
し
、
検
疫
明
告
書
及
び
不
可
欠
で
あ
る
場
合
に
は
一
般
申
告
書
を
除
く
ほ
か
、
原
則
と
し
て
、
２
に
掲
げ
た
書
類

を
要
求
し
て
は
な
ら
な
い
。

４

公
的
機
関
は
、
船
舶
の
旅
客
の
旅
券
又
は
旅
券
に
代
え
て
受
け
入
れ
る
公
的
な
身
分
証
明
書
に
つ
い
て
、
出
入
国
管
理
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当
局
が
到
着
の
時
及
び
出
発
の
時
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
一
回
の
み
検
査
す
れ
ば
足
り
る
よ
う
措
置
を
と
る
。

５

公
的
機
関
、
港
湾
当
局
、
船
舶
所
有
者
及
び
そ
の
代
表
者
並
び
に
船
長
は
、
密
航
事
件
を
防
止
し
、
及
び
迅
速
に
解
決

す
る
た
め
に
可
能
な
限
り
協
力
し
、
並
び
に
密
航
者
の
早
期
の
帰
還
又
は
送
還
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
。

６

公
的
機
関
は
、
船
舶
所
有
者
及
び
港
湾
当
局
の
協
力
を
得
て
、
港
に
お
け
る
停
泊
時
間
を
最
小
限
に
と
ど
め
る
た
め
の

適
当
な
措
置
を
と
り
、
港
湾
交
通
の
良
好
な
流
れ
を
提
供
し
、
並
び
に
船
舶
の
到
着
及
び
出
発
に
関
す
る
す
べ
て
の
手
続

に
つ
い
て
頻
繁
に
見
直
し
を
行
う
。

、

、

７

公
的
機
関
は

船
舶
の
到
着
の
際
の
衛
生
上
の
手
続
に
必
要
な
特
別
の
医
療
要
員
及
び
装
備
の
提
供
を
促
進
す
る
た
め

船
舶
内
の
疾
病
を
当
該
船
舶
の
目
的
港
の
衛
生
当
局
に
対
し
て
無
線
通
信
に
よ
り
速
や
か
に
報
告
す
る
こ
と
が
遵
守
さ
れ

る
よ
う
船
舶
所
有
者
の
協
力
を
求
め
る
。

８

公
的
機
関
は
、
災
害
救
助
活
動
、
海
洋
汚
染
へ
の
対
処
若
し
く
は
そ
の
防
止
又
は
海
上
に
お
け
る
安
全
、
住
民
の
安
全

若
し
く
は
海
洋
環
境
の
保
護
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
他
の
緊
急
の
活
動
に
従
事
す
る
船
舶
の
到
着
及
び
出
発
を
簡
易

化
す
る
。


